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本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メール

アドレスを教え頂いた会社さんへお送りして

おります。不要の方はお手数ですがメール、

ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいます

ようお願い申し上げます。 

就業規則は定期的な見直しが必要です 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

時間の経過とともに不都合が起きる可能性があ

ります。定期的に、出来れば年に一回は見直し

が必要です。弊事務所では、法的視点、第三者

的視点から御社の就業規則を診断します。 
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残業時間証明アプリ
会社に滞在している時間を自動的に計測するア

プリが開発され、残業手当の請求データ作成用に

利用されています。今回は、いわゆる残業時間証

明アプリの概要とその影響その他についてまとめ

てみます。 

 アプリの概要 

残業時間証明アプリはいくつかありますが、こ

こでは（株）日本リーガルネットワークが開発、

提供しているスマートフォンアプリ「残業証拠レ

コーダー」を取り上げてみます。 

このアプリではスマートフォンのＧＰＳ機能を

利用して、会社に到着した時刻を出勤時刻、離れ

た時刻を退勤時刻として自動で記録し、この出勤、

退勤までの時間から休憩時間を除いた時間を勤務

時間として計測します。８時間を超えた勤務時間

を残業時間とみなし、基本給等を入力すると残業

手当を自動で計算します。 

同社の代表は弁護士でもあるので、利用者から

提供されたアプリのデータを用いて、不払いの残

業手当支払いの示談交渉や裁判での証拠として使

用しています。 

 証拠能力  

同社のホームページで、「残業証拠レコーダー」

による記録は GPS による客観的なデータなので

証拠能力は高いと主張しています。また実績とし

て裁判所の手続（労働審判）において証拠能力が

あると認められ、不払い残業手当１５０万円を獲

得に成功した例があるとしています。 

また、弁護士が行う示談交渉においても強い味

方になります。交渉の結果、1 人当たり９０～１

７０万円を獲得したとその実績を誇っています。 

 対処方法  

そもそも残業とは会社または使用者が命じてさ

せるものです。会社に滞在していた時間イコール

残業時間ではありません。終業後の同僚との雑談

や、個人的な遊びまでも会社にいたからと言って

客観的な残業時間とされては困る話です。 

社員にサービス残業を強いている会社は論外で、

そのような会社に対して有効な対処方法を示すこ

とはできません。健全な会社では、悪意のある社

員による不当な残業手当請求に対抗するために、

次に示す取り組みをお勧めします。 

① 正確な勤務時間の記録 

平成 29 年１月 20 日に厚生労働省が示した

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置に関するガイドライン」では、会社は始業、

終業時刻を記録しなければならず、ａ）使用者自

らが労働者の始業・終業時刻を確認する方法、ｂ）

タイムカード等の客観的な記録を基礎とした記録、

ｃ）自己申告制によるときは申告と実際の労働時

間と整合性の確認を求めています。 

正確な勤務時間の記録は必須です。 

② 残業時間の明確化 

業務終了後は速やかに退勤させるルール、残業

時のルール作りは必要です。後者は、残業許可制

やだらだら残業に対しての残業禁止命令制度を設

けて厳密に運用することが有効です。 

正確な勤務記録がない状態に対して、「残業証拠

レコーダー」で作成されたデータを突き付けられ

たら、会社として対抗することは極めて困難です。 

勤務時間に対する適正な給与の支払い、当然で

すが、これこそが労務リスクを下げる方策です。 


